
台風時における生徒の登校について

『生徒必携 （ 災害時における防災体制）に掲載し』 P.18
、 、てありますが 県の規程に従い次のように対応しますので

よろしくお願いします。アドレス

自宅

発令中 6:30 未発令（解除済み）

暴風警報
時点

自宅待機 平常通り始業

でも 以前に11:00 11:00
継続中 解除

暴風警報

休 解除から 時間後に2
校 授業開始

ただし、暴風警報が解除されていても、道路、橋の損壊
などで危険の場合、交通機関の停止の場合には登校に及ば
ない。


